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（１）地域クラブの進捗状況
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（１）地域クラブの進捗状況
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②地域クラブ加入状況 （６月現在）



Ⅰ 移動支援

③防府モデルによる支援

（１）地域クラブの進捗状況

Ⅱ スタートアップ支援

Ⅲ 指導者資格取得支援

〇地域クラブに通う生徒の公共交通機関（バス、電車）の利用に対する

交通費を公費負担

〇マイクロバスを購入し、生徒の送迎を令和８年度から開始

・多くの生徒が活用できるように、クラブ在籍数が決まればコースを検討

〇地域クラブ立上げに係る必要な備品や用具類の購入を公費負担

・ユニフォーム、ボール、ボール籠、吹奏楽用品等、熱中症対策用品

（簡易テント、クーラーボックス等）

〇公認指導者資格取得に必要な費用を公費負担
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（２）地域クラブ立ち上げまでの流れ
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 地域クラブ立ち上げの流れ（チェックリスト）  

  

 

 

 

【新たに地域クラブの立ち上げを希望する団体】 

既存の地域クラブと同一の種目の立ち上げ希望があった場合は、

活動場所や加入者数等に基づき調整を行う。 

申請期間内（９月１５日～１１月１４日）に申請書類を揃えて、

防府市クラブ管理事務局まで提出する。 

防府市クラブ管理事務局は認定要件を確認し審査を行う。 

 

必要に応じて山口県が開催する指導者研修を受講する。 

 

 

 

 

立ち上げの流れ 内 容 

① 事前相談 

相談先：地域クラブ管理事務局 

 

＜確認事項＞ 

□対象種目 □活動場所 □活動目的 □指導体制・指導者 

□指導内容 □活動日 □活動時間 □活動実績 □使用道具 

□団体の拠点 □規約 □会費 □謝金 □定員 □認定要件 

□会計管理体制 □スケジュール □指導者資格 

② 申請手続き 

提出先：地域クラブ管理事務局 

申請期間 

(9 月 15 日～11 月 14 日まで) 

＜提出書類＞ 

□認定申請書 □規約または会則 □指導者資格等 

□活動計画書 □収支予算書 

③ 認定書の交付 

 

＜地域クラブ活動開始にあたっての説明＞ 

□防府市地域クラブ活動の運営に関するガイドライン 

□会計事務の説明  

④ 指導者研修（１１月末） ＜研修会への参加＞ 

□研修受講修了証の写しの提出 

⑤ 生徒・保護者への周知 

（１２月～４月頃） 

＜クラブ管理事務局＞ 

□地域クラブ一覧表の配付 □HP への掲載  

＜地域クラブ立上げ団体＞ 

□チラシやリーフレット等の配付 □体験会・説明会を実施 

⑥ 地域クラブ活動の開始 ＜開始後の提出書類＞ 

□年間活動計画書 □月間活動計画書 □参加者名簿  

□保険加入状況（指導者・生徒） □緊急時の連絡体制 

□会計報告書 

地域クラブ設立希望団体は、申請期間内（９月１５日～１１月１４日まで）に防府市に申請が必

要です。地域クラブの活動は、申請を行った翌年の４月１日以降に開始することになります。 

地域クラブ活動を開始するまでの流れについては、以下の通りです。 
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▼周辺部からの地域クラブ立ち上げ相談

▼既存の種目の地域クラブ立ち上げ相談

▼新しい種目の地域クラブ立ち上げ相談

▼保護者等からの地域クラブ立ち上げ相談

地域クラブの活動拠点の少ない地域での立上げについて、地域ク
ラブの立ち上げを優先的に支援する。

従来の競技等に興味を持たなかった生徒にも参加の機会を提供で
きることから、地域クラブの立ち上げを優先的に支援する。

加入する生徒の人数、大会参加、指導者数、安全管理、クラブの
運営体制などを総合的に判断し、クラブ数を調整。その際、各種目
の協会・連盟からも意見を求める。

保護者や地域等から、こどもたちの居場所作りとして相談があっ
た場合は、活動場所の調整や見守り指導者としての研修を実施し、
地域クラブとしての活動を支援する。
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（２）地域クラブ立上げまでの流れ

地域クラブ立ち上げの相談があったら
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完全移行後の新しい協議体について

（３）令和８年度完全移行後の体制について

8

目 的
こどもたちが、より良い環境で活動を行える

よう地域クラブの持続的・安定的な運営に向け
ての協議を行う。

新協議体制
地域クラブの代表者、保護者、学校関係者、

有識者など。

情報共有
・各クラブの活動状況や成功事例の共有。

・新たな課題への対応と検討。
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